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「制服刷新に伴う夏季制服の洗濯」に関する申し入れ

会社は、会社発足３０周年に伴う取り組みの一環とする「接客制服の刷新」として今年

６月１日より乗務員、駅員の夏季制服の上着をなくす等、大幅な変更を予定している。

具体的には、「白地の織り柄ストライプのシャツ」と「ベスト」を新設使用としている。

これまでは、特に乗務員の白地の夏季制服の洗濯については会社が負担してきたが、洗濯

回数を制限したり洗濯の仕上がり時期の問題の課題が残っている。

今回の制服刷新にあたり、特に白地のシャツは上着がなくなり涼しくなる効果が期待さ

れるものの、逆に汚れやすく、汚れが目立つこととなる。

仕事で汗をかいた汚れたシャツやしわが目立つ制服では、会社がいう「信頼感のある洗

練されたサービスを提供する姿勢」が保たれない恐れがある。また、仮に社員が自己負担

の洗濯をするために持ち帰ることについても、制服管理の上で問題がある。よって、夏服

の制服の洗濯については、会社が全て負担し、責任を持って管理することとされたい。

よって、以下のように申し入れるので、具体的に現場で対応されるよう申し入れる。

記

１．夏季制服についての洗濯は、全て会社が負担とすること。

２．洗濯については、回数などの制限をしないこと。

３．洗濯の仕上がり時期については、素早い仕上がりを施すようにすること。

４．洗濯の仕上がりは、アイロンをかけた仕上がりとすること。

５．夏季制服については、貸与枚数を６着から８着に増やすこと。

６．これまで駅の社員については、夏制服の洗濯は自己負担で持ち帰らせていたが、被服

類の管理上問題があると考える。会社の見解を明らかにすること。

７．夏季制服の洗濯について、会社が責任を負わない場合は、各職場の休養室内浴室スペ

ースに洗濯機・乾燥機を増配備すること。

以 上


